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(57)【要約】
【課題】汎用フロートガラスと同等の溶融性を有しながら、高強度な化学強化ガラスとし
やすく、さらにはクラックレジスタンスが大きいガラス板を提供することを課題とする。
【解決手段】ガラス組成が、ｍｏｌ％で、ＳｉＯ２　６６～７１、Ａｌ２Ｏ３　２～３、
Ｎａ２Ｏ　１３～１７、ＭｇＯ　９～１４.５、ＣａＯ　０～１．５であり、かつ、Ｍｇ
Ｏ＋ＣａＯが９～１６であり、ＣａＯと、ＭｇＯとＣａＯの合計とのモル比において、Ｃ
ａＯ／（ＭｇＯ＋ＣａＯ）が０～０．０９であり、粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度が１
５６０℃以下であることを特徴とする化学強化用ガラス板。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラス組成が、ｍｏｌ％で、
ＳｉＯ２　６６～７１、
Ａｌ２Ｏ３　２～３、
Ｎａ２Ｏ　１３～１７、
ＭｇＯ　９～１４．５、
ＣａＯ　０～１．５であり、かつ、
ＭｇＯ＋ＣａＯが９～１６であり、
ＣａＯと、ＭｇＯとＣａＯの合計とのモル比において、ＣａＯ／（ＭｇＯ＋ＣａＯ）が０
～０．０９であり、
粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度が１５６０℃以下であることを特徴とする化学強化用ガ
ラス板。
【請求項２】
ガラス組成が、ｍｏｌ％で、
ＳｉＯ２　６６～６９、
Ａｌ２Ｏ３　２～３、
Ｎａ２Ｏ　１３～１６、
ＭｇＯ　１２～１４．５、
ＣａＯ　０．５～１．５であり、かつ、
ＭｇＯ＋ＣａＯが１３～１５であり、
ＣａＯと、ＭｇＯとＣａＯの合計とのモル比において、ＣａＯ／（ＭｇＯ＋ＣａＯ）が０
.０５～０．０９であり、
粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度が１５５０℃以下であることを特徴とする化学強化用ガ
ラス板。
【請求項３】
ガラス清澄剤としてのＮａ２ＳＯ４由来のＳＯ３、Ｓｂ２Ｏ３、ＳｎＯ２、ガラスの着色
を目的としたＦｅ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＣｏＯ、ＮｉＯなどの遷移金属化合物の合計含有量
が、０ ．５ｍｏｌ％以下であることを特徴とする請求項１又は２記載の化学強化用ガラ
ス板。 
【請求項４】
ガラス原料から不可避的に混入される不純物であるフッ素、ＺｎＯ、Ｂ２Ｏ３、Ｌｉ２Ｏ
，Ｐ２Ｏ５の合計含有量が、０．１ｍｏｌ％以下であることを特徴とする請求項１又は２
記載の化学強化用ガラス板。
【請求項５】
請求項１に記載の化学強化用ガラス板を、Ｎａイオンのイオン半径よりも大きいイオン半
径を有する一価の陽イオンを含む溶融塩に浸漬することにより、前記ガラス板に含まれる
Ｎａイオンと前記一価の陽イオンとをイオン交換して得ることを特徴とする、化学強化ガ
ラスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フロート法で製造しやすく、かつ、高強度な化学強化ガラスを得やすいガラ
ス板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高強度の化学強化ガラスを得るためには、素板となるガラス板（以下、化学強化用ガラ
ス板とも言う）のガラスは、組成的に、フロートガラス板として汎用的に流通しているソ
ーダ石灰ケイ酸塩ガラス（当該ガラスの組成は、ＩＳＯ１６２９３－１：２００８で規定
されている。本明細書では、当該ガラスを以降「汎用フロートガラス」と表記する。）と
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比較して、Ａｌ２Ｏ３と、ＺｒＯ２を多く含有している必要がある（このようなガラスと
しては、例えば、特許文献１、２等を参照されたい。）。しかしながら、ＺｒＯ２を多く
含有するガラスは、溶融温度が高くなり、フロート法による製造が難しくなるため、Ｚｒ
Ｏ２の含有量は少ないほうが好ましい。
【０００３】
　他方、特許文献３には、フロート法による製造に適した溶融温度を有し、ＺｒＯ２を含
有していない、化学強化用のガラス組成物に関する発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－０１５３２８号公報
【特許文献２】特開平１０－１８２１８２号公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ２０１４－１４８０２０号（特許第５７７９２９６号）公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　汎用フロートガラス並みの溶融性を有し、汎用フロートガラスよりも高強度な化学強化
ガラスとしやすい化学強化用ガラス板としては、クラックレジスタンスが大きいものが求
められている。これは、化学強化用ガラス板のクラックレジスタンスが大きいと、該化学
強化用ガラス板を化学強化した化学強化ガラスもクラックレジスタンスが大きくなり、化
学強化ガラス表面に傷や割れ（クラック）を生じにくくすることが出来るためである。
【０００６】
　しかし、特許文献３に記載の化学強化用のガラス組成物は、クラックレジスタンスを向
上させる余地があった（後述の比較例６、７参照）。
【０００７】
　そこで、本発明は、以上を鑑み、汎用フロートガラスと同等の溶融性を有し、汎用フロ
ートガラスよりも高強度な化学強化ガラスとしやすい化学強化用ガラス板のうち、クラッ
クレジスタンスが大きい化学強化用ガラス板を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の化学強化用ガラス板は、ガラス組成が、ｍｏｌ％で、ＳｉＯ２　６６～７１、
Ａｌ２Ｏ３　２～３、Ｎａ２Ｏ　１３～１７、ＭｇＯ　９～１４．５、ＣａＯ　０～１．
５であり、かつ、ＭｇＯ＋ＣａＯが９～１６であり、ＣａＯと、ＭｇＯとＣａＯの合計と
のモル比において、ＣａＯ／（ＭｇＯ＋ＣａＯ）が０～０．０９であり、粘度が１０２ｄ
Pa・ｓとなる温度が１５６０℃以下であることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の化学強化用ガラス板は、ガラス組成が、ｍｏｌ％で、ＳｉＯ２　６６～
６９、Ａｌ２Ｏ３　２～３、Ｎａ２Ｏ　１３～１６、ＭｇＯ　１２～１４．５、ＣａＯ　
０．５～１．５であり、かつ、ＭｇＯ＋ＣａＯが１３～１５であり、ＣａＯと、ＭｇＯと
ＣａＯの合計とのモル比において、ＣａＯ／（ＭｇＯ＋ＣａＯ）が０.０５～０．０９で
あり、粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度が１５５０℃以下であることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の化学強化用ガラス板は、ガラス清澄剤としてのＮａ２ＳＯ４由来のＳＯ

３、Ｓｂ２Ｏ３、ＳｎＯ２、ガラスの着色を目的としたＦｅ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＣｏＯ、
ＮｉＯなどの遷移金属化合物の合計含有量が、０ ．５ｍｏｌ％以下であることを特徴と
する。
【００１１】
　また、本発明の化学強化用ガラス板は、ガラス原料から不可避的に混入される不純物で
あるフッ素、ＺｎＯ、Ｂ２Ｏ３、Ｌｉ２Ｏ，Ｐ２Ｏ５の合計含有量が、０．１ｍｏｌ％以
下であることを特徴とする。



(4) JP 2017-114718 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

【００１２】
　また、本発明の化学強化ガラスの製造方法は、上述の化学強化用ガラス板を、Ｎａイオ
ンのイオン半径よりも大きいイオン半径を有する一価の陽イオンを含む溶融塩に浸漬する
ことにより、前記ガラス板に含まれるＮａイオンと前記一価の陽イオンとをイオン交換し
て得ることを特徴とする。
【００１３】
　なお、本発明では、数値範囲や、ｍｏｌ比を規定する数値範囲は、特別に記載がない限
り、表記されている数値を有効桁として考え、表記外の桁（小さい側桁）においては、表
記外の桁のうち最大の桁を四捨五入して本発明の数値範囲内かどうかを決める。例えば、
ＳｉＯ２　６５～７０にあっては、最小側は、６４．５、最大側は、７０．４がその射程
内と定義できる。
【００１４】
　前記ガラス組成を有するガラス板とすることで、フロート法で製造しやすく、化学強化
前のクラックレジスタンスが大きいガラス板とすることができる。尚、本発明でクラック
レジスタンスが大きいとは、クラックレジスタンスが９．８Ｎ以上、好ましくは１９．６
Ｎ以上であることを意味する。化学強化用ガラス板のクラックレジスタンスが大きいと、
該化学強化用ガラス板を化学強化した化学強化ガラスのクラックレジスタンスはさらに大
きくなり、化学強化ガラス表面に傷や割れ（クラック）が生じにくくなるため、化学強化
ガラスの機械的強度が低下しにくくなり、また機械的強度がばらつきにくくなる。また、
粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度は、溶融温度と称されており、ガラス原料やガラスを溶
融してガラス融液化を可能とする温度を示し、この値が１５６０℃以下であれば、汎用フ
ロートガラスと同等のエネルギー量によりガラス原料やガラスを容易に溶かすことができ
、脱泡や清澄が促進される。粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度は、好ましくは、１５３０
℃以下、より好ましくは、１５２０℃以下である。この温度については、下限は特にはな
いが、１４００℃未満だと得られるガラス板の化学的耐久性が低下するという傾向がある
ので、この下限は１４００℃としてもよい。
【００１５】
　また、本発明は、上記化学強化用ガラス板を、Ｎａイオンのイオン半径よりも大きいイ
オン半径を有する一価の陽イオンを含む溶融塩に浸漬することにより、前記ガラス板に含
まれるＮａイオンと前記一価の陽イオンとをイオン交換して得られた化学強化ガラス板で
ある。本発明の化学強化ガラスでは、表面圧縮応力（ＣＳ）が５００～１３００ＭＰａ、
圧縮層深さ（ＤＯＬ）が５～５０μｍと比較的、高強度なものとすることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の化学強化用ガラス板は、汎用フロートガラスと同等の溶融性を有しながら、高
強度な化学強化ガラスとでき、さらにはクラックレジスタンスを大きくすることに奏功す
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の化学強化用ガラス板を化学強化したガラス板は、クラックレジスタンスが大き
いため、例えば、落下の危険性のある携帯電話やタブレットＰＣ等のモバイル機器のカバ
ーガラスとして好適に用いることが出来る。また、モバイル機器は軽量・薄型化が要求さ
れていることから、本発明のガラス板は、平面状で厚さ０．１ｍｍ～４ｍｍ、好ましくは
０．２～３．５ｍｍ、より好ましくは０．３～３．０ｍｍであり、フロート法で製造され
たものとすることが好ましい。以下、本発明のガラス板を形成するガラス組成の各成分と
、その導入範囲について説明する。
【００１８】
１．ガラス組成の各成分について
＜ＳｉＯ２＞
ＳｉＯ２はガラスの主成分となるもので、ガラスの網目構造の形成上必須不可欠の成分で
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あり、その含有量は、６６～７１ｍｏｌ％とされる。６６ｍｏｌ％未満だと、ガラス構造
が不安定となり、７１％ｍｏｌ％超だと溶融温度が高くなり溶融し難くなる。好ましくは
、６７～６９ｍｏｌ％、さらには、６７～６８ｍｏｌ％とすることが好ましい。
【００１９】
＜Ａｌ２Ｏ３＞
Ａｌ２Ｏ３はガラス板の化学強化を容易にする成分で、その含有量は２～３ｍｏｌ％とさ
れる。その含有量において、２ｍｏｌ％未満だと、ガラス板は化学強化により得られる性
能を発揮できなくなる傾向があり、３ｍｏｌ％超だと、溶融温度が高くなり溶融し難くな
る傾向がある。これらを考慮すると、Ａｌ２Ｏ３の含有量は、好ましくは、２．３～３ｍ
ｏｌ％、さらには、２．４～２．９ｍｏｌ％とすることが好ましい。
【００２０】
＜Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ＞
　Ｎａ２Ｏは、ガラスの溶解性を向上させる成分でガラスの溶融温度の低減に効果を有す
る。また、ガラス板を溶融塩に浸漬した際に、溶融塩中のＫイオンなどのＮａイオンのイ
オン半径よりも大きいイオン半径を有する一価の陽イオンとイオン交換されることにより
、ガラス板の表面圧縮応力を向上させる成分でもある。本発明において、Ｎａ２Ｏの含有
量は、１３～１７ｍｏｌ％とされる。その含有量において、１３ｍｏｌ％未満だと、化学
強化で得られる表面圧縮応力が低くなる傾向があり、１７ｍｏｌ％超だと、化学的耐久性
が悪化する傾向がある。これらを考慮すると、Ｎａ２Ｏの含有量は、好ましくは、１３～
１６ｍｏｌ％、さらには、１４～１５．６ｍｏｌ％とすることが好ましい。
【００２１】
　Ｋ２Ｏは、Ｎａ２Ｏと同じくガラスの溶解性を向上させる成分であり、ガラスの溶融温
度の低減に効果を有する。また、ガラス板を溶融塩に浸漬した際に、溶融塩中のＫイオン
などのＮａイオンのイオン半径よりも大きいイオン半径を有する一価の陽イオンとイオン
交換されることにより、ガラス板の圧縮層深さを深くさせる成分でもある。Ｋ２Ｏは必ず
しも必須となるわけではないが、０～１．５ｍｏｌ％の範囲内でガラス板に含有させるこ
とができる。Ｋ２Ｏの含有量が１．５ｍｏｌ％超だと、Ｎａ２Ｏとの混合アルカリ効果に
よりＮａイオンの移動を抑制してイオン交換し難くなる傾向がある。これを考慮すると、
Ｋ２Ｏの含有量は、１．４ｍｏｌ％以下、さらには、１ｍｏｌ％以下とすることが好まし
い。一方、ガラス板中にＮａ２ＯとＫ２Ｏが共存すると混合アルカリ効果により、ガラス
板の耐水性などが向上するので、Ｋ２Ｏの含有量の下限は０．２ｍｏｌ％、さらには０．
５ｍｏｌ％と設定してもよい。
【００２２】
　また、Ｎａ２Ｏ含有量とＫ２Ｏ含有量の合計は１４～１７ｍｏｌ％とされる。これら成
分の合計量は、ガラスの溶融性と、ガラス板の化学的耐久性に影響が大きいものである。
その含有量において、１４ｍｏｌ％未満だと、化学強化性能を発揮できなく、ガラス粘性
を高くなり生産性が悪くなる傾向があり、１７ｍｏｌ％超となると、化学的耐久性が悪く
なる傾向がある。これらを考慮すると、Ｎａ２Ｏ含有量とＫ２Ｏ含有量の合計は、好まし
くは、１５～１７ｍｏｌ％、さらには、１５～１６ｍｏｌ％とすることが好ましい。
【００２３】
＜ＣａＯ、ＭｇＯ＞
　ＣａＯは、ガラス溶融時の溶融ガラスの粘性を下げる作用を有する成分であり、生産性
を向上させる効果を有する。０～１．５ｍｏｌ％の範囲内でガラス板に含有させることが
できる。ＣａＯの含有量が１．５ｍｏｌ％超だと、イオン交換を抑制し、所望の化学強化
性能が得られなくなる傾向がある。これを考慮すると、ＣａＯの含有量は、０．１～１．
３ｍｏｌ％、さらには０．５～１．２ｍｏｌ％とすることが好ましい。
【００２４】
　ＭｇＯは、ＣａＯと比較して、化学強化におけるイオン交換を妨げないという利点を有
するが、ガラス溶融時の溶融ガラスの粘性を下げる作用はＣａＯと比較して小さい。その
ため、９～１４．５ｍｏｌ％の範囲で調整される。１４．５ｍｏｌ％超だと、ガラス粘性
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が高くなってしまい、生産性を悪化させる傾向がある。これらを考慮すると、ＭｇＯの含
有量は、好ましくは、１２～１４．５ｍｏｌ％、さらには、１３．０～１４．０ｍｏｌ％
とすることが好ましい。
【００２５】
　また、ＭｇＯ含有量とＣａＯ含有量の合計は、９～１６ｍｏｌ％とされる。これら成分
の合計量は、ガラスの溶融性と、ガラス板の化学的耐久性に影響が大きいものである。そ
の含有量において、９ｍｏｌ％未満だと、ガラス粘性が高くなる傾向があり、１６ｍｏｌ
％超となると、化学的耐久性が悪化する傾向がある。これらを考慮すると、ＭｇＯ含有量
とＣａＯ含有量の合計は、好ましくは、１３～１５ｍｏｌ％、さらには、１３．８～１５
．３ｍｏｌ％とすることが好ましい。
【００２６】
＜ＣａＯと、ＭｇＯとＣａＯの合計とのモル比＞
　ＣａＯ／（ＭｇＯ＋ＣａＯ）は、ガラス板のクラックレジスタンスに影響する数値であ
り、その範囲は、０～０．０９とされる。０．０９超だと、クラックレジスタンスが小さ
くなる傾向がある。当該数値範囲は、好ましくは、０～０．０８、より好ましくは、０．
０１～０．０８、さらに好ましくは０．０５～０．０８と設定しても良い。
【００２７】
＜その他の成分＞
　なお、本発明のガラス板において、ガラス組成には、上記の成分以外に、例えば、溶解
時の脱泡を目的としたガラス清澄剤としてのＮａ２ＳＯ４由来のＳＯ３、Ｓｂ２Ｏ３、Ｓ
ｎＯ２、ガラスの着色を目的としたＦｅ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＣｏＯ、ＮｉＯなどの遷移金
属化合物、工業ガラス原料起源の不純物などの各種成分を、本発明のガラス板の特性の本
質を変えない程度に、例えば、それらの合計量が、０ ．５ｍｏｌ％を超えない程度に含
んでいてもよい。また、フッ素、ＺｎＯ、Ｂ２Ｏ３、Ｌｉ２Ｏ，Ｐ２Ｏ５等については、
ガラス原料からの不可避的に混入される不純物量として、０．１ｍｏｌ％を超えない程度
に含有してもよい。
【００２８】
２．化学強化用ガラス板の製造について
　本発明のガラス板は、好適には、フロート法で製造される。また、フロート法以外にも
、フュージョン法（オーバーフローダウンドロー法を含む）、ダウンドロー法、リドロー
法、ロールアウト法、プレス法等の様々な成形方法を採用することができる。なお、ガラ
ス板の表面は、上記の成形方法により成形されたままの状態でもよいし、弗酸などにより
化学的に荒らす、もしくは、研磨やブラストなどにより物理的に荒らす、もしくは、その
掛け合わせにより表面を荒らし、防眩性等の機能性を付与しても良い。また、ガラスの形
状は特に限定されないが、板状体であることが好ましい。また、ガラスの形状が板状であ
る場合、ガラス面に穴あけ加工等されたもの、又は、平板での曲げ板でもよく、種々の形
状を包含する。また、平板状において、短形や円盤状なども本発明の範疇である。
【００２９】
３．化学強化ガラスの製造について
　本発明の化学強化ガラスは、従来に開示された技術を適用でき、化学強化用ガラス板の
表面層で、ガラス板中に最も多く含まれるアルカリ金属イオンＡを、上記アルカリ金属イ
オンＡよりもイオン半径の大きいアルカリ金属イオンＢに置換するイオン交換により製造
される。
【００３０】
　例えば、アルカリ金属イオンＡがナトリウムイオン（Ｎａイオン）である場合には、ア
ルカリ金属イオンＢとして、カリウムイオン（Ｋイオン）、ルビジウム（Ｒｂイオン）及
びセシウムイオン（Ｃｓイオン）の少なくとも１つを用いることができる。アルカリ金属
イオンＡがナトリウムイオンである場合、アルカリ金属イオンＢとして、カリウムイオン
を用いることが好ましい。
【００３１】
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　また、イオン交換には、少なくともアルカリ金属イオンＢを含む硝酸塩、硫酸塩、炭酸
塩、水酸化物塩及びリン酸塩のうち１種又は２種以上を用いることができる。そして、ア
ルカリ金属イオンＡがナトリウムイオンである場合、少なくともカリウムイオンを含む硝
酸塩を用いることが好ましい。
【００３２】
　前記アルカリ金属イオンＢを含む塩に化学強化用ガラス板を接触させる工程により、化
学強化ガラスが製造される。「塩に化学強化用ガラス板を接触させる」とは、化学強化ガ
ラス板を塩浴に接触又は浸漬させることをいう。このように、本明細書において、「接触
」とは「浸漬」も含む概念とする。
【００３３】
　また、塩の接触形態としては、ペースト状の塩を直接接触させるような形態、又は、融
点以上に加熱した溶融塩に浸漬させるような形態なども可能であるが、これらの中では、
溶融塩に浸漬させるのが望ましい。
【００３４】
（予熱工程）
塩に接触させる化学強化用ガラス板の温度は、特に限定しない。即ち、室温でも良く、予
め加熱しても良いが、好ましくは加熱された状態が良い。ただし、予熱温度は、ガラス板
のガラス転移点以下であることが好ましい。ガラス転移点以上であると、該ガラス板の形
状が変形し、化学強化後の所望の形状、又は、寸法が得られない。なお、予熱温度は、後
述する接触させる塩の温度以上、もしくは、同じ温度、もしくは、それ以下でも構わない
。予熱時間は特に限定されない。
【００３５】
（イオン交換工程）
　接触させる塩の温度は特に限定されないが、該ガラス板を溶融塩に浸漬させる場合は、
該ガラス板の歪点温度以下から接触させる塩の融点以上であることが好ましい。歪点以上
だと、イオン交換により生じる圧縮応力が緩和されやすく、所望の表面圧縮応力が得られ
ない。接触させる塩がアルカリ金属イオンＢとしてカリウムイオンを用いる場合、硝酸カ
リウムの融点が３３３℃であるため、３３３℃から該ガラス板の歪点温度以下の温度で浸
漬する。この場合、好ましくは、３５０℃～（歪点温度－１０℃）、より好ましくは、３
７０℃～（歪点温度－２０℃）である。
【００３６】
　該ガラス板を塩に接触させる時間は特に限定されないが、該ガラス板を溶融塩に浸漬さ
せる場合は、０．５～８時間であることが好ましい。０．５時間未満だとアルカリ金属イ
オンＡとアルカリ金属イオンＢのイオン交換が充分に進まず、所望の表面圧縮応力、及び
、圧縮層深さが得られない。一方、８時間以上だと、イオン交換により生じる表面圧縮応
力が緩和されやすくなる。好ましくは、０．５～６時間、より好ましくは、１～５時間で
ある。
【００３７】
（冷却工程）
所定時間塩に接触させたガラス板は、冷却工程を介して、室温まで冷まされる。冷却工程
とは、予め温度で保持された炉に塩に接触させたガラス板を入れて、冷却速度を制御する
（徐冷）場合と、室温下に直接曝す急冷（放冷）のいずれの場合を含む。但し、急冷によ
りガラス板が割れることもあるため、徐冷工程を用いることが好ましい。冷却速度は、ガ
ラス板寸法により、適宜調整する。なお、冷却工程時にガラス板に塩が付着した状態でも
構わず、徐冷工程の雰囲気も特に限定しない。冷却後のガラス板は、温水、冷水などによ
り付着した塩を除去することにより、化学強化ガラスが得られる。
【００３８】
　前記、予熱工程、イオン交換工程、冷却工程により、化学強化ガラスが製造されるが、
１工程である必要もない。即ち、前記化学強化ガラスの製造工程を１回以上行ってもよく
、その際の予熱工程、イオン交換工程、冷却工程の温度や時間は必ずしも等しくする必要
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、２回以上製造工程を用いる際には、イオン交換工程間の予熱工程、及び、徐冷工程のい
ずれか、もしくは、両方を省略しても良い。
【００３９】
　前記製造工程を介して製造された化学強化ガラスは、光導波路効果を観測原理とする表
面応力計を用いて、表面圧縮応力（ＣＳ）と圧縮層深さ（ＤＯＬ）を計測でき、表面圧縮
応力は５００～１３００ＭＰａ、圧縮層深さ（ＤＯＬ）は５～５０μｍの範囲内で調整す
ることが可能である。汎用のフロートガラスを用いて製造された化学強化ガラスの表面圧
縮応力は、通常５００ＭＰａ未満である。表面圧縮応力が５００ＭＰａ未満であると、高
硬度部材との接触衝撃により、あるいは落下による衝撃などにより割れてしまうという懸
念が生じる。一方、表面圧縮応力が１３００ＭＰａ以上であると、圧縮応力層における圧
縮応力の積算値との均衡を保つために必要な内部引っ張り応力（ＣＴ）が高くなり、例え
ば、該化学強化ガラスを切断する際に、チッピングと呼ばれるカケが生じやすくなり、歩
留まりが低下する懸念が考えられる。従って、表面圧縮応力は５５０～１２００ＭＰａが
より好ましく、６００～１０００ＭＰａであるのがさらに好ましい。圧縮層深さは５μｍ
未満であると、高硬度部材との接触により圧縮応力層を超える傷が付き、強度低下の懸念
が考えられる。一方、５０μｍ以上であると、内部引っ張り応力が高くなり、また、切断
等に加工が難しくなる。従って、圧縮層深さは７～４０μｍが好ましく、１０～３０μｍ
であるのはさらに好ましい。
【００４０】
　坩堝で溶融したガラス板は、フロート成形されたガラス板に比べて、表面圧縮応力（Ｃ
Ｓ）の値が一般的に１００ＭＰａ以上大きい値となる。これは、坩堝で溶融したガラスの
方が冷却速度が遅く、仮想温度が低くなり、同じ組成であっても密度が高くなっているた
め、表面圧縮応力（ＣＳ）が大きくなると考えられる。 
【実施例】
【００４１】
＜ガラス板の調製＞
　原料として、珪砂、酸化アルミニウム、ソーダ灰、硫酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭
酸カルシウム、酸化マグネシウムなどの原料を用いて表１に示す実施例１～７、比較例１
～７に示すガラス成分の割合となるように調合された６００ｇのガラスに相当するバッチ
を白金坩堝にバッチを充填し、１４５０～１６００℃で約８時間溶融し、清澄なガラス融
液とした。その後、ガラス融液を耐熱、不活性なカーボン板上に流出、流延させて板ガラ
ス状とし、次いで電気炉内でガラス転移点を越える温度に保持後徐冷し、冷却後にガラス
ブロックを得た。ガラスブロックを切断・研磨加工し、特性を評価した。
【００４２】
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【００４３】
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【表２】

【００４４】
＜得られたガラスの評価＞
１）溶融温度の評価
溶融温度として、粘度が１０２ｄPa・ｓとなる温度を測定した。当該温度は、球引き上げ
粘度計（オプト企業製）を用いて球引き上げ法により測定した。
【００４５】
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２）熱膨張係数（３０－３００℃）、ガラス転移点、歪点、徐冷点の評価
熱膨張係数、及び、ガラス転移点は、熱機械分析装置ＴＭＡ８３１０（リガク製）を用い
、それぞれ、ＪＩＳ　Ｒ　３１０２：１９９５、ＩＳ　Ｒ３１０３－３：２００１の規定
に基づき測定した。なお、熱膨張係数は、３０～３００℃における平均線膨張係数である
。徐冷点、及び、歪点は、ビームベンディング式粘度計（オプト企業製）を用いて、ＪＩ
Ｓ Ｒ３１０３－２：２００１の規定に基づくビーム曲げ法により測定した。
【００４６】
３）密度の評価
　密度は、ＪＩＳ　Ｚ　８８０７：１９７６の規定に基づき、アルキメデス法により測定
した。
【００４７】
４）耐ヤケ性の評価
　２～３ｍｍ厚さの光学研磨したガラス板をＰＣ－４２２Ｒ２（平山製作所社製）を用い
て温度１２１℃、湿度９９．８％、２４時間でプレッシャークッカーテスト（ＰＣＴ）を
実施した。その後、テーブルヘーズメーターＨＺ－Ｔ（スガ試験機製）を用い、ＪＩＳ　
Ｋ　７１３６：２０００の規定に基づき、Ｄ６５光源にて、ヘイズ（Ｈａｚｅ）値を測定
した。本結果は、表２中では、「ＰＣＴ後のＨａｚｅ」と表記している。
【００４８】
６）化学強化処理
　２～３ｍｍ厚さの光学研磨したガラス板を、４３０℃に保持された硝酸カリウム溶融塩
浴中に２時間浸漬することにより、化学強化処理を行った。
【００４９】
７）化学強化処理されたガラスの表面圧縮応力（ＣＳ）、圧縮層深さ（ＤＯＬ）の評価
　化学強化処理されたガラス板について、表面応力計（折原製作所製、ＦＳＭ－６０００
ＬＥ）用いて、表面圧縮応力（ＣＳ）、及び、ガラス表面に形成された圧縮応力層の深さ
（ＤＯＬ）をそれぞれ測定した。なお、表面応力計による測定において、屈折率は１．５
２、光弾性定数は２６．８（（ｎｍ／ｃｍ）／ＭＰａ）をそれぞれ用いた。
【００５０】
８）化学強化前のガラス板のクラックレジスタンスの評価
　　 　乾燥空気中において微小硬さ試験機ＨＭ－１２４（Ａｋａｓｈｉ製）を用いて、
所定荷重（９．８Ｎ、１９．６Ｎ）に設定したビッカース圧子を光学研磨したガラス表面
に１５秒間打ち込み、その１５秒後に圧痕の４隅から発生するクラックの数をカウントす
る。このようにして圧子を１０回打ち込んで総クラック発生数を求め、総クラック数／４
０×１００の式から、クラック発生率を求めた。そして、クラック発生率が５０％となる
荷重を、クラックレジスタンスと定義した。
【００５１】
　　　具体的には、９．８Ｎ、１９．６Ｎの荷重の両方の場合でクラック発生率が５０％
未満であった場合は、クラックレジスタンスは１９．６Ｎ以上とした。９．８Ｎの荷重の
場合でクラック発生率が５０％以上となった場合は、クラックレジスタンスは９．８Ｎ未
満とした。９．８Ｎの荷重の場合ではクラック発生率は５０％未満であり、１９．６Ｎの
荷重の場合ではクラック発生率が５０％以上となった場合は、クラックレジスタンスは９
．８Ｎ以上１９．６Ｎ未満とした。
【００５２】
　以上の１）～８）で得られた評価を表２に示す。実施例１～７で得られたガラス板は溶
融しやすく、クラックレジスタンスが大きく、化学強化処理によって、汎用フロートガラ
スよりも高強度なガラス板となるものであった。実施例で得られた化学強化ガラスは、圧
縮層深さ１０～２２μｍ、表面圧縮応力６３０～９６０ＭＰａとなり、汎用フロートガラ
スから得られた化学強化ガラスよりも高強度なものであった。また、本発明で得られたガ
ラスのクラックレジスタンスは、９．８Ｎ以上と大きいものであった。さらに、ＰＣＴ後
のＨａｚｅが０．１以下と、化学的耐久性にも優れるものであった。
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